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第 10回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門部会の意見等に対する回答 

 

【資料１】中央新幹線南アルプストンネル工事における県外流出量を大井川に戻す方策等について 

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 

（３）県外流出量と同量を大井川に戻す方策［Ｂ案］ 

データ提供の

依頼 

・詳細に結果を確認する必要がありま

すが、東京電力ＲＰの日毎のデータが

検討結果に適切に反映されていない

など不十分であるため、全データ・解

析結果を提供してください。 

・Ｂ案の検証結果については、令和４年 12月

４日の第 10 回静岡県地質構造・水資源部会

専門部会（以下、「専門部会」という。）の資

料において、東京電力ＲＰの日毎の河川流量

データを用いたうえで、最も厳しい条件とな

る場合を示しました。東京電力ＲＰからご提

供頂いた河川流量の実測値（平成 24 年１月

１日～令和４年３月 31 日）の全データの検

討結果については、専門部会の資料にてお示

しします。 

・なお、「東京電力ＲＰの日毎のデータが検討

結果に適切に反映されていないなど不十分で

ある」とありますが、どの部分が「適切に反

映されていないなど不十分」なのかご見解を

ご教示ください。 

・本意見書１(1)に対し、回答してください。 ・本資料の「１ 田代ダム取水抑制案における東京電力ＲＰの実測デ

ータの取り扱いについて (1)データの一部を削除したこと」の当

社の回答のとおりです。 

戻す水の時間

単位 

・どの時間単位（秒、分、時、日、週

など）で県外流出量と同量を戻すと

考えるのかを渇水期等における影響

も踏まえ、整理することが必要と考

えますが、見解を御教示ください。 

・どの時間単位で水を戻すかは、渇水期におけ

る利水の影響も踏まえて整理する必要がある

と考えますが、大井川の下流域での利水にあ

たっては、上流域の畑薙第一ダムや井川ダム

などに一旦貯水されることや実際の取水施設

での取水状況（取水量の制御時間単位等）も

考慮する必要があると考えています。 

・令和４年 12 月 11 日の流域市町首長・専門

部会委員との意見交換会において、下流域に

おける水利権水量に対する現状の使用状況を

静岡県庁で整理すべきとのご意見があったと

承知していますので、その結果をご教示くだ

さい。それを踏まえながら、検討を進めたい

と考えています。 

・貴社パンフレット「大井川の水を守るために

南アルプストンネルにおける取組み」によれ

ば、「山梨県への流出と同時期に実施すること

が可能な案です」と説明しています。 

・どの時間単位（秒、分、時、日、週など）で

県外流出量と同量を戻すと考えるのかを渇水

期等における影響も踏まえ、整理することが

必要と考えますが、まず貴社から見解を御教

示ください。 

・例えば、通常は週単位で十分であっても、田

植え時や災害時など状況によっては、臨機応

変に対応してほしいのが、地域住民の生活を

守ることである。もっと住民の生活や不安を

理解して、丁寧に説明してください。 

・県外流出量と同量を大井川に戻す方策［Ｂ案］について「山梨県へ

の流出と同時期に実施することが可能な案です」と記載したのは、

［Ａ案］が先進坑貫通後に湧水を戻す案であるのに対して、先進坑

がつながるまでの工事期間中に湧水を戻せる案であることを示した

ものであり、実際にどの時間単位で水を戻すかは、渇水期における

利水の影響を考慮するとともに、東京電力ＲＰにおける運用も踏ま

えて検討を行い、見解を提示することを考えています。 

・つきましては、検討の参考とするため、前回のご回答にも記載しま

したが、令和４年 12 月 11 日の流域市町首長・専門部会委員との

意見交換会において、下流域における水利権水量に対する現状の使

用状況を静岡県庁で整理すべきとのご意見があったと承知していま

すので、その結果をご教示ください。 

・また、東京電力ＲＰとの協議を早期に開始できるよう、令和５年３

月８日付け、３月 13日付けで弊社副社長から貴県副知事にお送り

した文書の内容をご理解頂き、東京電力ＲＰと協議を開始すること

に対する貴県の了解についてのご回答を早期に頂けますよう、お願

いいたします。 
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工事後の対応 ・リニア工事により大井川の水が減少

することによる利水に影響する対策

として、田代ダム取水抑制案を、工事

後も、将来にわたり実施することが必

要と考えますが、見解を御教示くださ

い。 

・国土交通省が設置した有識者会議の中間報告

（以下、「中間報告」という。）では、静岡県

内で発生するトンネル湧水は、導水路トンネ

ルとポンプアップにより大井川上流部に戻し

ますが、工事の一定期間に県外流出する湧水

について、静岡県や流域市町等の水資源に対

する不安や懸念を真摯に受け止めた上で、関

係者の納得が得られるように具体的方策など

を協議すべきとされています。 

・Ｂ案は、この工事の一定期間（先進坑貫通ま

で 10 ヶ月と想定）に、田代ダムにおいて県

外流出量と同量の大井川からの取水を抑制

し、大井川に還元する方策です。 

・一方で、工事後は、これまでもご説明した通

り、静岡県内で発生するトンネル湧水は、導

水路トンネルとポンプアップにより大井川上

流部に戻すほか、大井川流域で水資源を利用

されている皆様にご安心いただけるよう、工

事後も継続して、上流域から下流域に亘り地

下水等のモニタリングを行い、工事により水

資源利用に影響を及ぼした場合には、必要な

対応を実施していきます。 

・本意見書２に対し、回答してください。 ・本資料の「２ 田代ダム取水抑制に対する東京電力ＲＰの確約につ

いて」の当社の回答のとおりです。 
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東京電力ＲＰ

の担保 

・Ｂ案の検討の前提として、東京電力Ｒ

Ｐが田代ダム取水抑制に協力する確

約はどのような形で示される予定か、

具体的な手法と併せて、御教示くださ

い。 

・東京電力ＲＰとは、工事の一定期間、発電の

ための取水を抑制し、大井川に還元する方策

について、流域関係者のご理解のもとで具体

的な協議を行うものとされており、現在はそ

の理解に向けたデータ提示等にご協力を頂い

ているところです。 

・令和 4 年 12 月 11 日の流域市町首長・専門

部会委員との意見交換会において、課題の解

決に向けてＢ案への期待が数多く寄せられた

と承知しています。専門部会にて流域関係者

の理解を得られた後、東京電力ＲＰと具体的

な協議を進めていきたいと考えています。 

・本意見書２に対し、回答してください。 ・本資料の「２ 田代ダム取水抑制に対する東京電力ＲＰの確約につ

いて」の当社の回答のとおりです。 

・貴社の県外流出量と同量を大井川に

還元することの可否に関する検討に

おいて、田代川第２発電所の発電機

１機分を稼働させるための東京電力

ＲＰによる取水が全く考慮されてい

ないように理解しています。「東京電

力ＲＰが取水しないこと」を検討の

前提とすることについて、東京電力

ＲＰの了解の有無を御教示くださ

い。また、了解を得ている場合、そ

の内容の全てを御教示ください。 

・Ｂ案については、令和４年 12 月４日の第 10 

回専門部会で示した通り、当社と東京電力Ｒ

Ｐ による河川流量の実測値、ＪＲ 東海モデ

ルと静岡市モデルによる河川流量減少量と県

外流出量の予測値を用いて、県外流出量と同

量を大井川に還元することが可能かどうかを

検討した結果、検討に用いた期間内のすべて

の日において、大井川への還元に利用可能な

水量が県外流出量より多く、県外流出量と同

量を大井川に還元することが可能であること

が確認できました。 

・Ｂ案に関する、取水など具体的な運用方法に

ついては、流域関係者の理解のもと、東京電

力ＲＰと協議を進めていくことになると考え

ています。 

・本意見書１（3）に対し、回答してください。 ・本資料の「１ 田代ダム取水抑制案における東京電力ＲＰの実測デ

ータの取り扱いについて (3) 冬場に必要となる取水量の考慮」の

当社の回答のとおりです。 
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【資料１（別紙）】専門部会の意見に対する回答 

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 

国交省回答文

書と前提条件 

・国土交通省に示した「ＪＲ東海が示した

いわゆるＢ案をもとにした限られた情

報」を御教示ください。また、国土交通

省の回答文書をお示しください。 

・Ｂ案に係る河川法の法的な整理について

は、令和４年４月 26 日に当社からプレス

リリースした「中央新幹線南アルプストン

ネル工事における県外流出量を大井川に戻

す方策等について」及び同日の第７回専門

部会の資料を用いて、国土交通省鉄道局に

説明しました。政府から示された回答は令

和４年 12 月４日の第 10 回専門部会で示し

たとおりであり、国土交通省鉄道局から受

領した回答文書は別添のとおりです。 

・第 11 回専門部会で提示がありました。 － 

・貴社金子社長が「東京電力に損失が出

ると言うことであれば補償する」旨の

発言をしたとの報道があります。この

発言の事実関係と発言が事実であれ

ば、このことを国土交通省に示した上

で回答を受領したのかを御教示くださ

い。 

・令和４年６月９日の当社社長会見におい

て、東京電力ＲＰが取水を抑制する行為に

対して対価を支払う場合、水利権の売買に

当たらないと認識しているかという記者か

らの質問に対して、社長から「抑制をまず

お願いし、このプロセスで東京電力ＲＰに

影響が出る、あるいは損失が出るというこ

とであれば、何かの形で協議をして、補償

をするという話にはなるかもしれないが、

いずれにしても水利権を譲っていただくと

か、それに対価を払うという発想はない」

と回答しています。 

・国土交通省鉄道局から受領した回答文書で

は、東京電力ＲＰが取水を抑制した大井川

の流水は、東京電力ＲＰだけでなく当社も

権利を主張し使用できるものではないこと

から、水利権の譲渡に該当しないとされて

います。そのため、東京電力ＲＰに対して

補償を行った場合であっても水利権の売買

に該当しないと考えています。 

・第 11 回専門部会で提示がありました。 － 
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【資料２】中央新幹線南アルプストンネル山梨工区 山梨・静岡県境付近の調査及び工事の計画について 

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 

全体 

県境まで掘っ

たら静岡県の

水が山梨県側

へ流れること 

・第９回専門部会において、県からの「県

境付近まで掘ったら、静岡県内の水が

山梨県側に流れると言うことですね」

の問いかけに対し、貴社から「そこの先

進坑を掘ったときの水をどうするか。

（中略）我々も問題としては認識して

います」「『対策を取って』とか『きちん

と対応しながら』という部分が抜けて

いるので、そこは改めたいと思います。

先進坑に関してそこが抜けていると言

うことで、それはしっかり対策なりご

説明をして進めていこうと思います」

と説明を受けています。しかし、このこ

とについて、第 10 回専門部会では十分

な説明がありませんでした。県と貴社

が共有している問題認識について、対

策を説明してください。 

・県境に向けて実施する高速長尺先進ボーリ

ングにおいて湧水量・湧水圧の測定を行

い、県境付近における岩盤の透水係数を推

定します。 

・そのうえで先進坑を掘削し、静岡県側から

山梨県側に流れる水の量が極めて少なくな

るよう県境から一定の離隔を確保した手前

の地点で停止します。停止位置の決定にあ

たっては、先進坑掘削時の地山・湧水の状

況についても参考にします。 

・具体的な内容は、専門部会で報告します。 

・令和５年１月 31 日付東海旅客鉄道代表取締役

副社長あて静岡県中央新幹線対策本部長文書

（以下「1 月 31 日付文書」という。）及び令

和５年２月 22 日付東海旅客鉄道代表取締役副

社長あて静岡県中央新幹線対策本部長文書

（以下「２月 22 日付文書」という。）で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 
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高速長尺先進

ボーリングの

計画 

・第９回専門部会において、貴社から「ボ

ーリングに関しては、調査として県境

を越えてやらせて頂きたいという思い

はあります。ただ、その水が出てくると

いう問題は十分認識しておりますの

で、そこをどうしていくかということ

は、これからしっかり対話をさせてい

ただきたい」と説明を受けています。し

かし、ボーリングにより山梨県側へ流

出する湧水を戻す方法が示されていな

いこと、生態系の観点からのリスクや

対策について、国の環境保全有識者会

議や県の生物多様性専門部会で議論さ

れていないこと、モニタリングについ

て説明がないことから、十分な対話に

はなっていないと認識しています。第

９回専門部会での貴社の発言を踏ま

え、今般の県が指摘した重要課題に対

する説明等がなされ、また、地域の不安

や懸念が払拭されるまでは、ボーリン

グを実施しないものと理解していま

す。この理解で良いか、御教示くださ

い。 

・県境付近に向けて山梨県側から実施する高

速長尺先進ボーリングは、準備が出来次第

実施します。 

・ボーリングが県境に達する時点において、

静岡県側から山梨県側へ流出する湧水と同

量の水を静岡県側に戻す方法が実施可能と

なった場合には、県境を越えて未調査の約

300ｍの区間についてもボーリング調査を進

めます。 

・県境付近から静岡県内で実施するボーリン

グについては、過去に断層帯で実施したボ

ーリング湧水の実績から湧水が発生しても

水資源利用への影響は小さいものと考えて

いますが、皆様からのご懸念を受け止め、

調査完了後は湧水の流出を止めるため孔口

付近で止水することとし、調査中の湧水は

量を計測したうえで孔口から流し、同量の

水を静岡県側に戻します。 

・水資源・生態系への影響について、これま

でも断層帯に関連する沢においては水資源

や生態系のモニタリングを実施してきてお

り、その結果は年度ごとに取りまとめて、

静岡県等に報告しています。今回ボーリン

グによる水資源や生態系への影響に関する

ご懸念に配慮し、水資源・生態系の調査を

行っている沢において、静岡県内で実施す

るボーリングの調査中、調査完了後に流量

の調査を追加して実施します。 

・具体的な内容は、県境を越えた調査を行う

までに専門部会でご報告します。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 
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リスクを抽出

整理すること

の重要性 

・「〇〇については、今後検討してまいり

ます」「〇〇した場合は、必要な調査及

び対策を検討、実施します」「〇〇につ

いては、静岡県と調整をさせていただ

きます」という説明が多用されていま

す。これらは、中間報告に示されている

モニタリング体制を構築した上で工事

を進めていく考え方や想定される水資

源利用に関するリスクを抽出・整理す

ることの重要性を理解していないもの

と受けて止めていますが、見解を御教

示ください。 

・モニタリング体制を構築した上で工事を進

めていくことや、想定される水資源利用に

関するリスクを抽出・整理することは重要

であると考えており、専門部会での議論に

真摯に取り組んでいます。 

・一方で、詳細な内容についてはさらに情報

を得て対話を進めるなかでお示しする事柄

もあることから、そのような記載としてい

ます。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

（１）高速長尺先進ボーリングの進め方 

１）高速長尺先進ボーリングの意義 

技術論文の 

記載内容 

・貴社から提供いただいた技術論文「長大

山岳トンネル施工を見据えた長尺先進

ボーリング技術の開発」において、技術

開発の主目的の一つとして「切羽前方

の高圧・大量の湧水を事前にできるだ

け抜いておくこと」、結論として「水抜

きボーリングとして十分な機能を果た

すことが確認できた」ことが報告され

ています。この目的と効果を専門部会

で説明すべきと考えますが、見解を御

教示ください。 

・高速長尺先進ボーリングは、トンネル施工

の確実な見通しを得るために切羽前方の地

質情報を常に把握することを主な目的とし

て様々な役割を持つものであり、今回の調

査は、県境付近の断層帯の地質及び湧水に

関する情報を把握し、大井川流域市町や利

水者の皆様のご懸念を解消することにつな

げるために実施するものです。 

・技術論文の内容については、令和４年 12 

月４日の第 10 回専門部会当日静岡県から

スライドで示されるなど十分な周知が図ら

れていると考えていますが、専門部会の資

料においても高速長尺先進ボーリングが

様々な役割を持つことを明記し、文献名を

示して参照が可能なようにします。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・高速長尺先進ボーリングは、どんな計測や観

測がどれくらいの精度で可能となるか、御教

示ください。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答それぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する高

速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に対

する当社の回答」および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

・高速長尺先進ボーリングの際に実施する計測の内容は、資料２「南

アルプストンネル山梨工区 山梨・静岡県境付近の調査及び工事の

計画について」11p～23pのとおりです。 

・各計測の精度については以下のとおりです。 

① ボーリング削孔位置は、傾斜計と磁気コンパスが内蔵された測

定器により、ロッド内に装着した通信ケーブルで地上観測装置

と連結して連続測定を行います。測定は、平面方向と高さ方向

を座標管理で削孔位置を確認します。削孔精度は、計画線に対

し平面方向および高さ方向ともに５ｍ以内の精度を維持して、

削孔することができます。 

② 各種マシンデータは、１ｃｍ単位で測定することができます。 
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２）高速長尺先進ボーリングによる調査の計画 

科学的調査 ・貴社から提供いただいた技術論文「長大

山岳トンネル施工を見据えた長尺先進

ボーリング技術の開発」において、技術

開発の主目的の一つとして「切羽前方

の高圧・大量の湧水を事前にできるだ

け抜いておくこと」、結論として「水抜

きボーリングとして十分な機能を果た

すことが確認できた」ことが報告され

ています。この目的と効果を専門部会

で説明すべきと考えますが、見解を御

教示ください。 

・県境付近に向けて山梨県側から実施する高

速長尺先進ボーリングにおいては、湧水

量・湧水圧の測定、湧水の化学的な成分分

析等を行います。 

・県境付近から静岡県内で実施する高速長尺

先進ボーリングについても同様です。その

うえで、湧水の多い箇所や地質が変化する

箇所等、必要に応じてコアボーリングを実

施し、取得したコアサンプルによる物理特

性・力学特性の確認やボーリング孔を利用

した現場透水試験等を実施することを考え

ています。 

・取得したデータをもとにトンネル湧水に関

する不確実性を低減し、流域の皆様のご懸

念の解消につなげていきます。 

・具体的な計画は、専門部会でご報告しま

す。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

 

・ボーリング孔を使用した調査など不確

実性を低減させるために、詳細な科学

的調査を慎重にすべきと考えますが、

見解を御教示ください。 

・「不確実性を低減させる」ことは、流域の皆

様のご懸念を解消することにつなげるため

重要であると考えており、令和４年 12 月

４日の第 10 回専門部会の資料において、

現実的に可能である山梨県側からのボーリ

ングによる科学的調査の内容を提示してい

ます。さらに具体的な内容は、専門部会で

ご報告します。 
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数年にわたっ

てボーリング

からの湧水が

流出する懸念 

・ポンプアップにより水を戻せるように

なるには、静岡工区が貫通する必要が

あります。貴社から静岡工区先進坑が

工区境付近まで到達するのには、「何年

かの期間はかかる」と第 10 回専門部会

において説明を受けています。そうで

あれば、高速長尺先進ボーリングから

の湧水が数年単位で流出することにな

ると考えますが、見解を御教示くださ

い。 

・静岡県内で行うボーリングについて、過去

に断層帯で実施したボーリングの実績から

湧水が発生しても水資源利用への影響は小

さいものと考えていますが、皆様からのご

懸念を受け止め、調査完了後は以下のよう

に対応します。①県境付近に向けて山梨県

側から実施する高速長尺先進ボーリングに

ついて、県境を越えた約 300ｍの区間で調

査を実施する場合は、静岡県内の湧水の量

を計測のうえ同量の水を戻すこととしま

す。②県境付近から静岡県内で実施するボ

ーリングについては、調査完了後は湧水の

流出を止めるため孔口付近で止水すること

とし、調査中の湧水は量を計測したうえで

孔口から流し、同量の水を静岡県側に戻し

ます。 

・具体的な計画は、実施までの間に専門部会

でご報告します。 

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内の断

層及び脆い区間が静岡県内の県境付近の断層

と繋がっています。山梨県内の断層及び脆い

区間をボーリングで削孔した場合、本県内の

地下水が山梨県側へ流出することが懸念され

ます。この湧水の流出は、水を戻す方策が実

行されるまで続くものと考えますが、具体的

な水を戻す計画を示してください。 

・山梨県内の断層帯が静岡県側の断層帯と繋がっていることへの懸念

については、2月 22日付文書で要請のありました内容への回答で

ある資料３－２「山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺

先進ボーリング計画に関する対話について」（令和５年２月 22日

付）に対する当社の回答のとおりです。 
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先進坑を県境

付近まで掘削

した後に計画

する先進ボー

リングとの関

係 

・資料２の 17 ページに令和５年１月か

ら準備を開始する高速長尺先進ボーリ

ングとは別に、「先進坑を県境付近まで

掘削した後に、静岡県内の県境付近の

断層帯の位置や幅などを具体的に把握

するとともに、湧水の状況を詳細に調

査するために県境付近からの高速長尺

先進ボーリングを実施することを計画

している」と説明しています。そうあれ

ば、県境付近まで掘削した後の高速長

尺先進ボーリングによって、令和５年

１月から準備を開始する高速長尺先進

ボーリングで想定している静岡県内部

分の調査内容が把握できると考えま

す。なぜ２段階に分けて、かつ、同様の

調査を重複して調査する必要があるの

かという点について見解を御教示くだ

さい。また、先進坑を県境付近まで掘削

した後に計画する高速長尺先進ボーリ

ングについても、流出する湧水を戻す

方策が必須であると考えます。見解を

御教示ください。 

 

 

・県境付近に向けて山梨県側から実施する高

速長尺先進ボーリングについて、ボーリン

グが県境に達する時点で、静岡県側から山

梨県側へ流出する湧水と同量の水を静岡県

側に戻す方法が実施可能となった場合に

は、県境を越えて未調査の約 300ｍについ

てもボーリング調査を進めます。この調査

を行い、結果を公表することが、住民の皆

様のご懸念を解消するために望ましいと考

えます。 

・県境付近から静岡県内で実施する高速長尺

先進ボーリングは、県境付近の断層帯の調

査を目的とし県境を越えて実施します。ト

ンネルの掘削を計画している区間に並行

し、近い箇所で静岡県内の地質や地下水の

状況を連続的に把握し、技術的なデータを

取得することが可能となることから実施す

るものです。 

・また、県境付近から静岡県内で実施するボ

ーリングについて、皆様からのご懸念を受

け止め、調査完了後は湧水の流出を止める

ため孔口付近で止水します。 

・具体的な計画は、実施までの間に専門部会

でご報告します。 

・なぜ２段階に分けて、かつ、同様の調査を重

複して調査する必要があるのかという点につ

いて、回答されていません。見解を御教示く

ださい。 

・県境付近に向けて山梨県側から実施する高速長尺先進ボーリングに

ついては、過去の掘削延長の実績から県境を超えて実施することが

可能と考えられ、ボーリングが県境に達する時点で、静岡県側から

山梨県側へ流出する湧水と同量の水を静岡県側に戻す方法が実施可

能となった場合には、県境を越えて未調査の約 300ｍについてもボ

ーリング調査を進める計画です。 

・このことにより、県境付近から静岡県内で実施する高速長尺先進ボ

ーリングよりも早く未調査区間の地質や湧水等の状況を確認し、結

果を公表することで、住民の皆様のご懸念を早期に解消することが

出来ると考えます。 

３）高速長尺先進ボーリングにおける湧水量の測定方法 

測定方法 ・削孔期間中は１日に２回の計測と説明

していますが、その計測では、突発湧水

を評価できないなどにより、流出量を

正確に評価してその分を戻すという原

点が崩れると考えますが、見解を御教

示ください。 

・湧水についてはその量の変動を常時把握で

きるように測定することを考えており、具

体的な内容は専門部会でご報告します。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 
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４）高速長尺先進ボーリングにおける湧水への対応 

水を戻す方策 この専門部会の問題意識は常に水資源の

保全であり、水を戻す方策が高速長尺

先進ボーリングの実施とセットで議論

されなくてはならないと考えます。ま

た、県外流出量の補償の時間単位と実

行体制（[B 案]であれば東京電力ＲＰ

の合意も含む）を確実にした上でなけ

れば、水抜きがあり得る高速長尺先進

ボーリングが静岡県の地下水圏に近づ

くことは同意できないと考えていま

す。どのように対応する考えか、見解を

御教示ください。 

・これまでの貴県とのやり取りを通じて、貴

県は地下水についても県境で区分されると

いうお考えだと推測し、以下のとおり回答

します。 

・静岡県内で行うボーリングについて、過去

に断層帯で実施したボーリングの実績から

湧水が発生しても水資源利用への影響は小

さいものと考えていますが、皆様からのご

懸念を受け止め、調査完了後は以下のよう

に対応します。①県境付近に向けて山梨県

側から実施する高速長尺先進ボーリングに

ついて、県境を越えた約 300ｍの区間で調

査を行う場合は、静岡県内の湧水の量を計

測のうえ同量の水を戻すこととします。②

県境付近から静岡県内で実施するボーリン

グについては、調査完了後は湧水の流出を

止めるため孔口付近で止水することとし、

調査中の湧水は量を計測したうえで孔口か

ら流し、同量の水を調査後に静岡県側に戻

します。 

・具体的な計画は、実施までの間に専門部会

でご報告します。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

 ・想定を超える突発湧水が生じた場合に

おける水を戻す対応策について、どの

ようにお考えか、ご教示ください。 

・静岡県側から山梨県側へ流出する湧水と同

量の水を戻す方法や時期については、資料

１「中央新幹線南アルプストンネル工事に

おける県外流出量を大井川に戻す方策等に

ついて」でご提示している方法等を参考

に、議論を進めていきます。 

・これまでのボーリング時の湧水量の実績か

ら判断すれば、突発湧水の発生時を含め、

戻すことは可能と考えています。 

・想定を超える突発湧水が生じた場合において

も、同量の水を戻すことが可能と考える根拠

を、科学的に御教示ください。 

・ボーリングで想定される湧水量は多い場合で 0.01m3/sオーダー

（県境付近の断層を対象とした東俣ボーリングの実績：0.02m3/s）

であるのに対し、県外流出量の全量を大井川に戻す方策の検討では

0.1m3/sオーダー（静岡市モデルの最大値：0.68m3/s）であるた

め、後者の方法を参考にして、大井川に同量の水を戻すことが可能

と考えました。 
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前兆 ・褶曲構造であるので、高速長尺先進ボー

リングに前兆無く突発湧水が発生する

と考えます。前兆があるというのであ

れば、同様の地質で他のトンネルの工

事記録で前兆を把握した例を御教示く

ださい。 

・大井川（東俣）から県境付近への斜めボーリ

ングの際、最大で 2,600Ｌ／分の湧水量を記

録いたしましたが、その前段では湧水量の増

加、ロッドの回転停止、孔壁崩壊などの事象

が発生しており、こうした事象に着目するこ

とでボーリングによる断層帯の調査を行う

際に、突発湧水に備えることが可能であると

想定しています。 

・第 11 回専門部会で示された資料２図 10高速長

尺先進ボーリングの調査結果では、口元湧水量

の増加がロッドの回転停止より先に発生して

おり、前兆を把握しているように見えません。

どのように突発湧水前兆を把握したのか、ま

た、前兆を受け、どのように対応をしたのか、

具体的に御教示ください。 

・前兆となる事象の判断は、記録として残されて

いるのか、ボーリングマシンを扱う作業員の経

験任せなのか、おしえてほしい。 

・本調査では地質が悪くなる箇所の前兆として、削孔時に小規模な崩

壊とともに送水圧上昇や湧水の濁りが見られました。例えば深度４

６０ｍ付近の場合では、送水圧上昇が見られたことから、洗浄掘削

を繰り返しながら慎重に削孔を行い、削孔完了後ケーシングにより

保孔を行いました。 

・確認される前兆現象を突発湧水と完全に関連付けることは現段階で

は難しいですが、削孔中に送水圧が上昇したり、小規模な崩壊が断

続したりする時は、その先で大きな湧水を生じる地山の可能性を一

定程度推定していくことはできるものと考えます。 

・これらの事象には計測データとして残るものとボーリングマシンを

扱う作業員の感覚によるものがありますが、後者のうち必要なもの

については、作業日報等の記録に残しています。 

静岡県側から

のボーリング 

・国有識者会議で説明があった静岡県側

からの長尺先進ボーリングやコアボー

リングをすれば水は静岡側に収まり、

合理的と考えますが、見解を御教示く

ださい。 

・調査・計画の段階において、可能な場合には

地上からのボーリングを実施しますが、山

梨・静岡県境付近については土被りが 800ｍ

以上もあるうえ機材運搬に必要となるアク

セスが困難であることから、山梨県側から掘

削した先進坑を利用した高速長尺先進ボー

リング及びその後のコアボーリングがそれ

に代わる手段となります。 

・また、地上からのボーリングとは異なり、高

速長尺先進ボーリングは、トンネルを掘削す

る区間に沿った地質及び湧水の状況を、水平

方向に連続的に把握できるという利点があ

ります。 

・静岡県側からのボーリングを進めるために

は静岡工区の工事に着手し、静岡県側からの

先進坑の掘削を断層帯近くまで進める必要

があります。トンネル湧水の県外流出による

大井川水資源への影響についてご懸念を抱

かれている方々に早く安心いただくために、

山梨県側から掘削した先進坑を利用したボ

ーリングを行う考えです。 

・貴社は、国有識者会議において、県外流出量を

軽減する方策として、静岡県側からの高速長尺

先進ボーリングを提案しています。山梨県側か

らの高速長尺先進ボーリングは湧水の県外流

出リスクが伴うのに、何故、山梨県側から高速

長尺先進ボーリングを実施するのか、御教示く

ださい。 

・流域の皆様のご不安を軽減するためには、県境付近の断層帯につい

ての調査を行い、その結果が示すことが必要と考えています。 

・その方法として、 

①静岡県側から高速長尺先進ボーリングを実施する方法 

②山梨県側から高速長尺先進ボーリングを実施する方法 

がありますが、①については調査に先立って県境付近の断層帯に近

い箇所まで静岡県内の斜坑や先進坑を掘り進める必要があり、流域

の皆様のご理解が得られていない現在の状況では実施できません。 

・そのため、②の山梨県側からの高速長尺先進ボーリングを実施しま

す。 
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湧水を止める

構造と計画 

・断層破砕帯に当たり被圧地下水があっ

た場合、湧水を止めることはできない

と考えますが、見解を御教示ください。

併せて、高速長尺先進ボーリングで被

圧地下水を止めた事例があれば、御教

示ください。 

・高速長尺先進ボーリング（調査後に設置

するバルブを含む）の耐水圧の上限を

具体的かつ詳細に数値で御教示くださ

い。 

・調査終了後、バルブを設置し、湧水を止

められる構造とするが安全を考慮し、

継続的に流す計画としています。この

ことから、貴社の計画は、湧水を止めな

いものと理解しますが、そうであれば

バルブの設置理由が不明です。バルブ

の設置理由と具体的なバルブの設置方

法・運用方法を検討した経緯を御教示

ください。 

・県境付近から静岡県内で実施するボーリン

グについて、調査完了後は湧水の流出を止め

るため孔口付近で止水します。止水の方法と

しては、高水圧に対応可能な性能を持つバル

ブの使用や孔口周りの止水処理（セメンチン

グ）の強化、孔口に近いトンネル自体の構造

の高強度化などを考えていますが、このほか

にも隔壁（バルクヘッド）などの工事の事例

や深地層の研究機関等で研究が進められて

いる方法も参考にしながら、確実な止水の方

法を採用していきます。 

・具体的な内容は断層帯を調査するためのボ

ーリングの開始までに専門部会でご報告し

ます。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・県境付近から静岡県内で実施するボーリングに

ついて、確実な止水の方法の具体的内容を示し

てください。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

・止水の方法のうち、バルクヘッドについては 1月 25日の専門部会

資料２「南アルプストンネル山梨工区 山梨・静岡県境付近の調査

及び工事の計画について」の 26pに具体的な内容をお示しておりま

すが、高水圧に対応可能な性能を持つバルブの例について、資料２

「南アルプストンネル山梨工区 山梨・静岡県境付近の調査及び工

事の計画について」の 34pにお示しました。 

 

地質の前提 ・専門部会では、静岡県側の地質が安定し

ていることを前提として説明していま

すが、山梨県側が安定しているからと

いって、断層がある静岡県側も同じと

いう前提には立てないと考えますが、

見解を御教示ください。  

・山梨県内と静岡県内においては、それぞれ地

質の状況が異なることを前提として計画し

ています。 

・第 10回専門部会で、貴社は「今までの文献調査

なんかを見ても、そんなにここで大きな地質の

変化があるようなものでもないので、恐らくこ

のまま続けば、そんなに大量のものが出てくる

というのは想定しておりません。」、「通常の場

合ですと、１ 時間ごとに湧水の量が大きく変

わるということは、地質がある程度安定してい

るという前提の下ではございますけれども、そ

こは大きくは変わらないだろうなというふう

に思っております」と静岡県内も安定している

という前提で発言していると理解しています。

今回の回答と整合が取れないものと受け止め

ていますが、見解を御教示ください。 

・「今までの文献調査なんかを見ても、そんなにここで大きな地質の

変化があるようなものでもないので、恐らくこのまま続けば、そん

なに大量のものが出てくるというのは想定しておりません。」の発

言に続けて「ただ、県境を越えれば、静岡県内の水が流れることに

なる。」と発言しており、山梨県内と静岡県内の地質の状況が異な

ることを前提に回答しています。 

・また、「通常の場合ですと、１時間ごとに湧水の量が大きく変わる

ということは、地質がある程度安定しているという前提の下ではご

ざいますけれども、そこは大きくは変わらないだろうなというふう

に思っております」という発言は計測方法に関わる質疑への回答で

あり、山梨県内や静岡県内という場所に関わるものではありませ

ん。 
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 ・地質構造が異なる広河原斜坑のボーリ

ング湧水量が少ないことをもって、県

境付近の断層帯にボーリングが差し掛

かったとしても地下水への影響を小さ

いと判断することは、地質構造が異な

ることに基づく透水係数や間隙水圧な

どの違いの影響を理解していないので

はないかと考えますが、見解を御教示

ください。 

・地下水への影響が小さいという評価は、広河

原斜坑のボーリング湧水量のみから行った

ものではなく、同じく令和４年 12 月４日の

第 10 回専門部会の資料に示している、県境

付近での斜めボーリングの湧水量も踏まえ

て行いました。 

・第 13 回国有識者会議の資料２で、貴社は「地

質の差異によりトンネル湧水が想定と異な

り、特に突発湧水が発生した場合、山梨県側

の県境付近の断層帯掘削中（県外流出期間）

においては、県外流出量の増加が発生し、中

下流域の河川水量、地下水量が減少する可能

性があります」として、重要度の高いリスク

と整理しています。貴社が、静岡県内で実施

する高速長尺先進ボーリングの管理値設定根

拠を説明する際に使用した湧水量の推定式を

用いて試算すると、高速長尺先進ボーリング

の湧水量は先進坑の約０．６倍であり、地下

水への影響を小さいと確定的に判断するべき

でないと考えますが、見解を御教示くださ

い。 

・当社が、静岡県内で実施する高速長尺先進ボーリングの管理値設定

根拠を説明する際に使用した湧水量の推定式は、本資料の別添２に

示すとおり初期湧水量を推定するためのものです。また資料にもあ

るように、実際の湧水量は一般的に初期湧水量から低減するもので

あり、10ヶ月間この式に従って湧水が流れるとする想定は、式の

使い方として適切ではないと考えます。 

 

・なお、貴県中央新幹線対策本部が令和 4年 1月 20日の大井川利水

関係協議会で示した資料（当社にて一部加筆した図を巻末に記載）

において、国土交通省の中間報告で「県外流出に関してのリスク対

策としては、静岡県側からの高速長尺先進ボーリング等での揚水に

より県外流出量を極力軽減する対策が示された」と記載されたこと

に対し、貴県は「トンネル断面に比べ、高速長尺先進ボーリングの

断面積は非常に小さく、高速長尺ボーリングによる揚水は、効果が

ある方法とは認められない」という見解を示されており、今回頂い

た御意見と正反対の内容となっております。この点について、技術

的観点からの見解をご教示ください。 

・断層に差し掛かったとしても、「地下水

への影響は小さい」と高速長尺先進ボ

ーリングを実施する前に判断している

ことと、高速長尺先進ボーリングは「地

質や湧水に関わる不確実性に対応す

る」ために実施するという目的とは整

合がとれないのではないか。見解を御

教示ください。 

「地下水への影響は小さい」という記載は、ボ

ーリング実施時の湧水量が大井川の水資源

利用に影響を与える可能性について考察し

た内容である一方、「地質や湧水に関わる不

確実性に対応する」という記載は実際にトン

ネルを掘削する時の湧水量の予測に関わる

内容であるため、整合は図られていると考え

ています。 
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東俣～県境付

近の斜めボー

リングの湧水

量の評価 

・貴社は有識者会議資料で、東俣～県境付

近の斜めボーリング結果を基に県境付

近の断層帯について、「ボーリング調査

時の湧水量も 2,000Ｌ／分と非常に大

きな規模であること（中略）大規模な高

圧突発湧水が生じるリスクがある」と

説明する一方で、今回、「ボーリングが

県境付近の断層帯に差し掛かったとし

ても、地下水に影響を与える可能性を

小さい」とする説明は、以前の説明との

整合が保たれないと考えますが、見解

を御教示ください。 

「ボーリング調査時の湧水量も 2,000Ｌ／分

と非常に大きな規模であること（中略）大規

模な高圧突発湧水が生じるリスクがある」に

ついては、国土交通省有識者会議で当社がと

りまとめた「大井川水資源利用への影響の回

避・低減に向けた取組み」の、「（７）千石斜

坑等の掘削方法と山梨県境付近の断層帯の

掘削方法の比較」（p4-109～111）のうち「先

進坑の山梨県境付近断層帯と本坑と大井川

（東俣）交差部を比較すると、前者は破砕質

な地質が 800ｍにわたり繰り返し出現し、ま

たボーリング調査時の湧水量も 2,000Ｌ／

分と非常に大きな規模であることに対し、後

者は断層として幅３ｍ程度の小規模なもの

で、湧水量も 100Ｌ／分程度であり、前者の

方が大規模な高圧突発湧水が生じるリスク

が大きいと考えられます。」の箇所を一部抜

粋したものと認識しています。 

・この文章は記載のとおり、先進坑の山梨県境

付近断層帯と本坑と大井川（東俣）交差部の

掘削する際のリスクを比較したものであり、

前者の方が、大規模な高圧突発湧水が生じる

リスクが大きいと考えられることを説明し

たものです。 

・一方、「ボーリングが県境付近の断層帯に差

し掛かったとしても、地下水に影響を与える

可能性を小さい」については、令和４年 12 

月４日の第 10 回専門部会の資料２表２に

示した当該箇所の周辺でこれまでに実施し

たボーリングの湧水量から大井川の水資源

利用に影響を与える可能性について説明し

た部分であり、説明の対象が異なっていま

す。 

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内の断層

及び脆い区間が、静岡県内の県境付近の断層と

繋がっています。そのことを踏まえ、県境付近

の断層帯の突発湧水や地下水への影響につい

ての見解を御教示ください。 

・山梨県内の断層帯が静岡県側の断層帯と繋がっていることへの懸念

については、2月 22日付文書で要請のありました内容への回答で

ある資料３－２「山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺

先進ボーリング計画に関する対話について」（令和５年２月 22日

付）に対する当社の回答のとおりです。 
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 ・第 10 回専門部会の資料２表２で示さ

れた当該ボーリングの湧水量 0.02m3／

秒は、換算すると 1,200Ｌ／分であり、

貴社が有識者会議資料で説明に使用し

た数値 2,000Ｌ／分と異なっています。

数値を変えている理由を御教示くださ

い。  

・大井川（東俣）から県境付近への斜めボーリ

ングの湧水量のうち、0.02ｍ3／秒（1,200Ｌ

／分）は、ボーリング延長全体での平均的な

値であり、2,000Ｌ／分は、県境付近の断層

帯（約 800ｍ）での平均的な値を示していま

す。 

・数値を変えて説明する理由を御教示ください。 ・有識者会議資料においては、断層帯に関する説明の中で、湧水の状

況を示すため、斜めボーリングにおける湧水量の測定結果のうち、

断層帯の平均的な値を示しています。一方、専門部会資料では、調

査中に設置したケーシングの影響なども考慮したうえで、最終的に

出来上がったボーリング孔全体から湧出する水量を示すため、斜め

ボーリングにおける湧水量の全体の値を示しています。 

 ・中間報告にあるように、貴社は、トンネ

ル湧水の県外流出のリスク対策とし

て、「静岡県側からの高速長尺先進ボー

リング等での揚水により県外流出量を

極力軽減する方策」を提示しています。

高速長尺先進ボーリングによる湧水量

が少ないと言うことはリスク対策とし

ての効果も小さいと理解しますが、こ

のことについての見解を御教示くださ

い。 

・静岡県側からの高速長尺先進ボーリングで

の揚水により県外流出量を極力軽減する方

策を取る際には、長尺ボーリングを複数削孔

し、ボーリングの口元から湧出する県境付近

の地下水をポンプアップして大井川へ流す

ことで、出来る限り県外流出量を減らすこと

を考えています。 

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内の断層

及び脆い区間が、静岡県内の県境付近の断層と

繋がっています。山梨県内の断層及び脆い区間

をボーリングで削孔した場合、本県内の地下水

が山梨県側へ流出することが懸念されます。こ

のリスクに対する対応を事前に明確にするこ

とが必要です。見解を御教示ください。 

・山梨県内の断層帯が静岡県側の断層帯と繋がっていることへの懸念

については、2月 22日付文書で要請のありました内容への回答で

ある資料３－２「山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺

先進ボーリング計画に関する対話について」（令和５年２月 22日

付）に対する当社の回答のとおりです。 

モニタリング ・高速長尺先進ボーリング時のモニタリ

ングについての説明がなく、中間報告

の「継続的かつ適切にモニタリングを

実施するよう助言・指導」したことを理

解していないものではないかと受け止

めますが、見解を御教示ください。 

・令和５年１月に削孔準備を計画する高

速長尺先進ボーリングについても、水

資源及び生態系への影響の観点からモ

ニタリングを想定しているものと理解

していますが、計画をお示しください。

また、モニタリング計画の策定に当た

っては、中間報告にあるように、関係機

関や専門家との連携及び本県等との調

整が必要であるので、本県との調整時

期、進め方について御教示ください。 

・中間報告において、継続的かつ適切にモニタ

リングを実施するよう助言・指導されたこと

については認識しています。 

・水資源・生態系への影響について、これまで

も断層帯に関連する沢においては水資源や

生態系のモニタリングを実施してきており、

その結果は年度ごとに取りまとめて、静岡県

等に報告しています。今回ボーリングによる

水資源や生態系への影響に関するご懸念に

配慮し、水資源・生態系の調査を行っている

沢において、静岡県内で実施するボーリング

の調査中、調査完了後に流量の調査を追加し

て実施します。 

・具体的な内容は、県境を越えた調査を行うま

でに専門部会でご報告します。 

・1 月 31 日付文書及び２月 22 日付文書で要請

したとおりです。 

・1月 31日付文書、2月 22日付文書で要請のありました内容への回

答はそれぞれ資料３－１「山梨県側から県境付近に向けて実施する

高速長尺先進ボーリング計画について」（令和５年１月 31日付）に

対する当社の回答および資料３－２「山梨県側から県境付近に向け

て実施する高速長尺先進ボーリング計画に関する対話について」

（令和５年２月 22日付）に対する当社の回答のとおりです。 

 

  



17 

 

【補足資料】南アルプストンネルの工区設定について 

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 

４ その他 

工区設定と環

境影響評価 

・「工区設定は社内手続上実施するもので

あり、施工を希望する建設会社に対し

て開示するもの」との貴社見解であり

ますが、工区をどこに設定するかによ

り、各県で処理しなければならない発

生土処理量やトンネル湧水の県外流出

量などが変化する、すなわち環境影響

及びその評価に対する地域の意見もこ

れに伴って変わりうると言うことを理

解していないものではないかと受け止

めますが、見解を御教示ください。 

・環境への影響は前提とする工事の計画によ

って変わり得るものであることは当然認識

しており、これまでも様々な会議等の都

度、発生土量や、県外流出を含めた湧水量

など、検討に必要な情報を提示してきてい

ます。 

・トンネル掘削工事に先立って、工事の概

要、環境保全措置、事後調査及びモニタリ

ングの計画、発生土置き場の管理計画等の

具体的な内容については、国土交通省有識

者会議や静岡県の専門部会での議論を踏ま

えて、環境保全の計画としてとりまとめ、

送付・公表します。 

－ 

－ 
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図 中央新幹線対策本部が令和 4年 1月 20日の大井川利水関係協議会で示した資料（当社にて一部加筆） 

 

←名古屋方

品川方→

静岡県

山梨県

県境

県境付近の断層帯の
地下水をポンプアップ

高速長尺先進ボーリング

図７.６ 県境付近の断層帯の地下水をポンプアップする方法（イメージ） 


